
２０２５年度 冬季トレセン対抗ダイヤモンド交流大会（Ｕ－１４）集中開催 要項
趣 旨 Ｕ－１４の県内トレセン選手が、トレーニングや試合の中で切磋琢磨することで、個人

技術、戦術のレベルアップを図ることをねらいとする。さらには、指導者も交流しあう中で
資質の向上を図るとともに、トレセン活動の活性化につなげる。

１ 主 催 一般社団法人秋田県サッカー協会

２ 主 管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会

３ 期 日 ２０２６年２月１１日（水） ９：００～１７：００

４ 会 場 秋田県立中央公園スカイドーム

５ 参加資格
（公財）日本サッカー協会に２０２５年度第３種または女子に加盟登録している選手で保護者が参加に
同意していること。 ※選手はスポーツ保険等に必ず加入していること(各チームで確実に行うこと)。

６ 参加チーム
秋田市トレセン U14R 県南トレセン U14
県北トレセン U14 秋田市トレセン U14W

※トレセン選手は、所属するチーム所在地の地区トレ選手として参加すること。

７ チーム編成
チームの指導者・選手数の上限は設けない（ベンチには左記以外の者は入れない）。

８ 競技方法

1 秋田市 R 2 県南 3 県北 4 秋田市W
1 秋田市 R
2 県南
3 県北
4 秋田市W

ピッチ １１人制

２０分ハーフ（インターバル７分） 審判
① 10:00 秋田市Ｒ - 県南 未定
② 10:55 県北 - 秋田市Ｗ 未定
③ 11:50 秋田市Ｒ - 県北 未定
④ 12:45 県南 - 秋田市Ｗ 未定
⑤ 13:40 県南 - 県北 未定
⑥ 14:35 秋田市Ｒ - 秋田市Ｗ 未定

９ 競技規則
(1) ２０２５年度（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。
(2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も再び出場できる。
(3) 本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、違反行為の内容によって以後

の処置について大会本部で協議し決定する。
(4) 本大会中、警告を２回受けた選手は次の１試合に出場できない。
(5) ローカルルールとして副審は中学生でも可とする。

10 表彰
チーム１位．２位．３位に賞状 優秀選手６名程度に賞状

11 その他
15:00 ～ 16:30 に、県トレU14 の練習会を実施



２０２５年度 冬季トレセン対抗ダイヤモンド交流大会（Ｕ－１３）集中開催 要項
趣 旨 Ｕ－１３の県内トレセン選手が、トレーニングや試合の中で切磋琢磨することで、個人

技術、戦術のレベルアップを図ることをねらいとする。さらには、指導者も交流しあう中で
資質の向上を図るとともに、トレセン活動の活性化につなげる。

１ 主 催 一般社団法人秋田県サッカー協会

２ 主 管 一般社団法人秋田県サッカー協会３種委員会

３ 期 日 ２０２６年２月１４日（土） ９：００～１７：００

４ 会 場 秋田県立中央公園スカイドーム

５ 参加資格
（公財）日本サッカー協会に２０２５年度第３種または女子に加盟登録している選手で保護者が参加に
同意していること。 ※選手はスポーツ保険等に必ず加入していること(各チームで確実に行うこと)。

６ 参加チーム
秋田市トレセン U13R 県南トレセン U13
県北トレセン U13 秋田市トレセン U13W

※トレセン選手は、所属するチーム所在地の地区トレ選手として参加すること。

７ チーム編成
チームの指導者・選手数の上限は設けない（ベンチには左記以外の者は入れない）。

８ 競技方法

1 秋田市 R 2 県南 3 県北 4 秋田市W
1 秋田市 R
2 県南
3 県北
4 秋田市W

ピッチ １１人制

２０分ハーフ（インターバル７分） 審判
① 10:00 秋田市Ｒ - 県南 未定
② 10:55 県北 - 秋田市Ｗ 未定
③ 11:50 秋田市Ｒ - 県北 未定
④ 12:45 県南 - 秋田市Ｗ 未定
⑤ 13:40 県南 - 県北 未定
⑥ 14:35 秋田市Ｒ - 秋田市Ｗ 未定

９ 競技規則
(1) ２０２５年度（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。
(2) 選手交代は、交代要員全ての交代が認められ、一度退いた競技者も再び出場できる。
(3) 本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できず、違反行為の内容によって以後

の処置について大会本部で協議し決定する。
(4) 本大会中、警告を２回受けた選手は次の１試合に出場できない。
(5) ローカルルールとして副審は中学生でも可とする。

10 表彰
チーム１位．２位．３位に賞状 優秀選手６名程度に賞状

11 その他
15:00 ～ 16:50 に、県トレU13 の練習会を実施


